
篠山市住民投票条例（案）に対するパブリックコメント手続実施

結果について

１ 意見の募集期間

平成２５年１０月１日（火）から平成２５年１１月１日（金）まで

２ 意見の提出者数・意見数

（１）提出者数 ２人

（２）意見数 １１件

３ 意見の概要と市長の考え方

№ 意見の概要 市長の考え方 案の修正

市政の重要事項（第２条）

１ 第５号は削除すべきであ 第５号は、現時点において想定されな 修正無し

る。住民投票に付するこ い事項を総括的に定めたものです。住

とが適当でないと認めら 民請求においてこの規定に該当するか

れる事項を行政が判断す どうかを判断するのは住民自身であ

る必要はない。市民の良 り、行政が判断するものではありませ

識に任せるべきである。 ん。本条例では、署名要件に基づく住

民請求について市長に住民投票の実施

を義務付けています。したがって、ご

意見にあるとおり住民の判断に委ねる

ものです。

住民投票の請求及び発議（第３条）

２ 住民請求の３分の１以上 住民投票は市の将来を左右する重要事 修正有り

の連署は、ハードルが高 項を対象として実施されることを踏ま

すぎる。１０分の１以上 え、最もハードルの高い議会の解散や

に下げるべきだ。安易に 議会の議員・長の解職請求と同じ要件

住民投票が実施されるべ が適当であるとの考えから、「３分の

きではないが、ハードル １以上」としました。しかし、ご意見

が高すぎると実用的でな のとおり、ハードルが高すぎると、市

くなってしまう。 政の重要事項について市民の意思に沿

３ 住民請求の３分の１の要 ったまちづくりを推進するため、直接

件は、極めて厳しい。６ 住民の意思を問うこととした住民投票

分の１又は５分の１に緩 制度の趣旨に反することにもなりかね

和すべきである。３分の ないため、ご意見を踏まえ、解職の請

１という要件は、市民が 求の要件より緩和しつつ、一定の厳格

市政に参画しようとする 性を担保する観点から、署名の要件を

動きを抑制するような要 「５分の１以上」に修正します。



件である。

４ 市長の発議には市議会の 現在の二元代表制において議会と市長 修正無し

承認を要件とすべきであ は対等であるとの観点から、市政の重

る。この場合、４分の１ 要事項について市長の自らの判断で住

程度の賛成で承認するこ 民投票を実施することが適当であると

ととすればよい。 考えています。

投票資格者（第８条）

５ 日本に３年以上居住する ２０歳未満の者や外国人に投票資格を 修正無し

定住外国人や１８歳以上 認めることについては、現時点におい

の市民まで広げるべき て市民の総意があるとまでは認めにく

だ。 いと考えるため、投票資格は選挙権と

６ 定住外国人や１８歳以上 同じ要件とします。

の未成年者を除外すべき

でない。

住民投票の成立要件等（第１１条）

７ 住民投票に成立要件を設 成立要件を設けることにより、住民投 修正無し

ける必要はない。成立要 票を成立させないことを意図したボイ

件を設けると、案件に反 コット運動を招く可能性も考えられま

対する勢力が市民に棄権 すが、住民投票は市政の重要事項につ

を呼びかけることにな いて直接住民の意思を確認し、その総

る。 意を市民、市議会、市長及び職員が尊

８ 投票率を成立要件とすべ 重し、市政に反映していくための制度

きではない。不成立の場 であり、一定の投票率に達しない場合、

合、住民の市政への参加 開票してもそれが住民の総意なのかど

意欲を減退させることに うか心配されます。このため、成立要

なる。 件は、定める必要があると考えます。

９ 成立要件を満たさなくて また、不成立の場合に、開票すると、

も開票はすべきである。 その結果によって市政に混乱を招くお

１０ 投票率がいくらであろう それがあるため、開票しないこととす

とも必ず開票すべきであ るものです。

る。

その他

１１ 条例制定の目的と投票結 本条例は、篠山市自治基本条例第２６ 修正無し

果の尊重の項目を入れる 条第５項の規定に基づき、住民投票の

べきである。このことは、実施に関する手続を定めるものである

篠山市自治基本条例に示 ことから、同条例に規定する住民投票

されているが、確認する の目的や投票結果の尊重に関する規定

意味においてこの条例に を改めて設けません。

書くべきである。


